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激変する医療界の動向について､医療経営の視点で必要な情報を提供すると共に､医事業務に必要な実務知識の
提供をしています
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今月のトピックス

2026年診療報酬改定の方向性（その３）～中医協総会資料より～

2025年9月25日の中医協の分科会で「とりまとめ資料①～⑤」が提示されました。「８月６日の中間とりまとめ」
より詳細なデータ分析が追加され、さらに８月６日の段階では無かった項目が追加されています。その追加項目を中
心に紹介いたします。

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料①～⑤ URL 二次元バーコード

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料編① 
急性期入院医療について（別添資料① P７～P84）
高度急性期入院医療について（別添資料① P85～P121）
DPC/PDPS について （別添資料① P122～P152）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568156.pdf

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料編②
包括的な機能を担う入院医療について（別添資料② P２～P77）
回復期リハビリテーション病棟入院料について（別添資料② P78～P112）
療養病棟入院基本料について（別添資料② P113～P141）
重症度、医療・看護必要度について（別添資料② P142～P191）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568157.pdf

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料編③
救急医療について（別添資料③ P２～P27）
入退院支援について（別添資料③ P28～P89）
働き方・タスクシフト／シェアについて（別添資料③ P90～P206）
病棟における多職種でのケアについて（別添資料③ P207～P246）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568158.pdf

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料編④
外来医療について （別添資料④ P２～P104）
情報通信機器を用いた診療について （別添資料④ P105～P124）
入院から外来への移行について （別添資料④ P125～P138）
賃上げ・処遇改善について（別添資料④ P139～P159）
人口・医療資源の少ない地域における対応（別添資料④ P160～P169
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568159.pdf

入院医療等の調査・評価分科会 【別添】資料編⑤
個別的事項（別添資料⑤ P2～P199）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568160.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568156.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568157.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568158.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568159.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568160.pdf
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⚫ 総合入院体制加算や急性期充実体
制加算を算定している病院でも、十
分に精神科の入院医療が提供されて
いない中、総合病院が持つべき精神
科の入院医療体制についてどのように
評価・分析するか。

急性期入院医療

総合的な診療体制については、精神科の入
院提供体制を満たす割合が低い傾向にあった。

DPCにおける持参薬の問題

⚫ 「持参薬」問題を中長期的な課題と
位置づけ、次のような検討を今後、
行っていくべきではないか。

✓ 入院中の持参薬の使用につ
いては、「統一的な運用」が
必要ではないか。

✓ 持参薬ルールの明確化を行う
ことが必要ではないか。

⚫ 「持参薬の処方元が自院であるか他
院であるか」「予定入院か緊急入院
か」 「入院中の診療内容と当該持参
薬の関係性」「薬剤の特性」など、患
者の状況に合わせた妥当性のある
ルール設定が必要ではないか。

⚫ また、DPC以外で薬剤費が包括され
る入院料を算定する病棟（地域包
括医療病棟、地域包括ケア病棟な
ど）における持参薬の取扱いも、同様
に検討を進めるべきではないか。
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高度急性期入院医療

「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」を算
定する治療室のうち、「頭蓋内圧持続測定
を必要とする患者」を原則受け入れ可能な
治療室は約５割であり、「脳梗塞に対する
rt-PA療法・血栓回収療法を受けた患者」を
原則受け入れ可能な治療室は約８割であっ
た。

⚫ 年間救急搬送件数が2,000件以上の病院では、ハイケアユニットの入室患者の１日あたり医療資源投
入量が高い傾向があった。

⚫ 年間全身麻酔実施件数が多い病院では、ハイケアユニットの入室患者の１日あたり医療資源投入量が
低い傾向があった。

⚫ 重症患者対応に係る体制について、集中
治療領域における重症患者対応の強化
及び人材育成に係る体制を評価する「重
症患者対応体制強化加算」がある。

⚫ 特定機能病院において「重症患者対応体
制強化加算」を届出できない理由を聞いた
ところ、「急性期充実体制加算届け出てい
ない」が82.9%と多い一方で、その他の理
由についてはいずれも20％未満であった。

※特定機能病院は、急性期充実体制加算を届け
出ることができないため、急性期充実体制加算の
届出が要件となっている重症患者対応体制強化
加算の届出ができない。

⚫ 救急搬送件数や年間全身麻酔手術実施件数が一定以上である病院の治療室とそれ以外の病院の治療室
における重症度等の関係についてどのように評価するか。

⚫ 「重症患者対応体制強化加算」の調査結果についてどのように評価するか。
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包括算定される入院料の病棟において、高額薬剤の使用が受入困難の要因としてあげられていることや、具体的
な薬剤の内容について、どのように考えるか。

包括的な機能を持つ入院医療について

入院受入が困難となる理由として多く挙げ
られた項目の一つに高額薬剤の使用があり、
トルバプタン、パーキンソン病治療薬、血友
病以外の出血傾向の抑制に係る医薬品、
生物学的製剤を含む分子標的治療薬等
が多くあげられていた。回復期リハビリテー
ション病棟では、抗悪性腫瘍剤や腎性貧
血の治療薬についても回答されていた。
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⚫ 質の高いリハビリテーションについて、リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、現状をどのように評価するか。

⚫ 質の高いリハビリテーション提供体制について、加算の届出状況等を踏まえ、現状をどのように評価するか。

回復期リハビリテーション病棟

⚫ 廃用リハビリテーション料では、７単位／日以上
の実施によるFIM利得が比較的小さいが、一部
廃用症候群リハビリテーション料の割合が多い施
設が見られた。

⚫ 回復期リハビリテーション病棟における廃用症候
群リハビリテーション料の算定割合は7.3％であっ
た。また、傷病名のうち、廃用症候群が55.0％
であった。

⚫ 退院前訪問指導を一定割合以上行っている病棟、施設では、リハビリテーション実績指数や自宅復帰率が良好
であった。

⚫ 退院前訪問指導では、ほとんどの施設で60分以上の実施時間を要しており、120分以上150分未満の割合が
最も多く、外部との調整に係る項目も80％以上の病棟で行われていた。

⚫ 生活機能の回復に資する診療報酬には、排尿自立支援加算や摂食嚥下機能回復体制加算があるが、回復期
リハビリテーション病棟入院料の届出施設においては、これらの加算を届け出ている施設はそれぞれ24.2％、
8.7％ であった。
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⚫ 療養病棟における摂食嚥下機能の回復や在宅退院の取組について、現状をどのように評価するか。

⚫ 障害者施設等に入棟する患者像について、患者の高齢化等の状況を踏まえ、現状をどのように評価するか。

慢性期入院医療

⚫ 摂食嚥下機能の回復や経腸栄養の実
施等の栄養管理の取組に関する診療報
酬上の評価として、摂食嚥下機能回復
体制加算や経腸栄養管理加算が設けら
れており、届出している施設は重複してい
た。これらの加算については、届出をして
いるものの算定回数が０回の施設が多く
みられており、対象となる中心静脈栄養
を実施される患者がいないという意見が
あった。

⚫ 障害者施設等入院基本料の病棟においては主
傷病が廃用症候群である患者の割合が多かった。
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入退院支援

⚫ 後方支援を担う病院と在宅医療機関及び介護保険施設等が、地域医療情報連携ネットワーク等のICTを用
いて平時から患者情報の共有を行うことで、円滑な入院受入相談等を行うための連携体制を構築し、患者の
状態に合った質の高い医療の提供等が期待されているが、病院において活用している施設は約３割であった。

⚫ 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を有する病院のいずれかに該当する施設
において、協力対象施設入所者入院加算を届け出ているのは約４割であり、届出していない理由として、ICT
による情報共有の体制整備や、カンファレンスの要件が困難と回答した施設が多かった。

在宅患者の緊急入院を受け入れる機能を持つ医療機関と、在宅医療を提供する医療機関や介護保険施設等
との間で、必要なときに円滑迅速に患者の受け入れが可能となるとともに、医療機関が多数の施設と連携するに
当たって現実的にとりうる関係の構築について、現場の実情や、診療報酬上の要件等の観点から、現状をどのよう
に評価するか。

在宅医療を提供している患者について、入院
が必要になった場合の病床確保方法として、
診療所の59.8％が平時から連携体制を取っ
ている他の医療機関を地域で確保している
一方で、11.7％が基本的に救急搬送を依
頼するため特定の医療機関とは連携していな
かった。
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医師事務作業について、生成AI文書作成補助システムやRPAを活用したICTの取組により、作業効率の上昇や
労働時間の短縮効果が得られている一方で、医師事務作業におけるICT活用の取組が約８割の病院では実施
されていないことを踏まえ、ICT活用の推進に向けた取組をどのように評価・分析するか。

医師事務作業補助者体制加算

生成AIによる文章作成補助システムを活用し
た場合、紹介状や退院サマリーの作成において、
カルテからの情報収集、情報突合と構造化、要
約といったプロセスが自動化される。

⚫ ICTを活用した取組としては、「説明動画の
活用」、「WEB問診・AI問診」、「外来診
療WEB予約システム」が多かった。

⚫ ICTを活用した取組について、いずれの取
組も「作業効率の上昇」、「労働時間の短
縮」が得られる効果の中で最も多かった。

⚫ 労働時間の短縮の効果が得られるとの回
答の割合が多い取組として「臨床データ集
計等でのRPA活用」、「退院サマリー等の作
成補助を行う生成AI文書作成補助システ
ム」、「説明動画の活用」があった。

生成AIによる文書自動作成、WEB問診・AI
問診等による、文書作成や情報入力等に係る
医師事務作業の業務時間の削減効果事例が
ある。
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⚫ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定と実際の介入状況や、退院時にADLが低下する患者の

割合が比較的高いことやADLが低下する患者の特徴について、現状をどのように評価するか。

⚫ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や、病棟の施設基準において専門職の病棟配置が進みつつある
背景を踏まえ、病棟における各専門職の業務やタスクシェアに関する現状をどのように評価するか。

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
（以下、体制加算）の算定に関わらず、退院
時にADLが低下する患者の割合は５％程度で
あった。一方、体制加算算定ありの患者におい
ては、退院時にADL（Barthel index）が2
以上改善した割合が算定なしの患者に比べて
多かった。

体制加算算定ありの患者は、３日目までにリハ
ビリを開始した患者が約９割であり、体制加算
算定なしの患者と比較してリハビリの実施割合・
早期の介入の割合がともに高かった。

体制加算算定ありの病棟では、療法士が生活
機能の回復や栄養・口腔状態に係る項目へ関
与している割合が高かった。
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外来機能

再診患者の逆紹介を行う上での課題として
は、「逆紹介を行うことについて、治療管理
上の不安を持つ患者の理解を得ることが困
難」が最も多く、次いで「自院の複数科を受
診している患者について、診療科間での調
整が困難」が多かった。

⚫ いわゆる「２人主治医制」とは、１人
の患者に対して、病院の専門医師と
地域のかかりつけ医師が連携をしなが
ら共同で継続的に治療管理を行う取
組を指す。その取組状況を調査したと
ころ、

◼ 特定機能病院においては、
「案内をWebサイトに掲載し
ている」が最も多く、それ以外
の病院においては「案内を直
接患者に行っている」が最も多
かった。

◼ 診療所においては、 「特に取
組を行っていない」が最も多く、
次いで「取組に関する案内を
直接患者に行っている」「近隣
の病院と取組に関する取り決
めを行っている」が多かった。

⚫ 特定機能病院等の再診患者の特性や、地域の診療所と連携して診療にあたっている患者の現状について、
どのように評価するか。

⚫ 特定機能病院等が再診患者の逆紹介を行う上での課題や、診療所において病院からの紹介患者を受け入
れる上での課題、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしながら共同で継続的に治療管理を行
う取組の状況について、どのように評価するか。
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賃上げ・処遇改善

ベースアップ評価料は、病院の約９割、診療所の
約４割が届出を行っている。

ベースアップ評価料の賃金改善計画書において、
令和５年度と比較した対象職員の令和６年度
及び令和７年度の賃上げ計画は、それぞれ
2.69％、3.40％の引上げであった。

⚫ 賃上げに係る診療報酬の届出状況及び算定状況について、現状をどのように評価するか。

⚫ 病院及び診療所等における、ベースアップ評価料の対象職員と対象職員以外の賃上げ状況について、それぞ
れ現状をどのように評価するか。

⚫ 賃上げに係る診療報酬の届出方法等について、現状をどのように評価するか。

ベースアップ評価料を届け出ていない病院におい
て、その理由として最も多いものは「届出内容が
煩雑なため」であった。
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人口・医療資源の少ない地域における対応

⚫ 医療資源の少ない地域における医療の提供をどのように評価するか

⚫ 人口・医療資源の少ない地域等をとりまく状況や巡回診療、医師派遣等の支援の現状についてどのように評価
するか。

へき地医療拠点病院における主要３事業（巡
回診療、医師派遣、代診医派遣）の実施状
況について、総合入院体制加算や急性期充実
体制加算を届け出ている拠点的な病院におい
ても、巡回診療やへき地診療所等への医師派
遣、代診医派遣を実施しており、代診医派遣に
ついては、届出のない医療機関と比較して、届
出のある医療機関の方が多く実施している。この
ような拠点的な病院では、自院における救急搬
送受入や手術等の診療に加えて、当該事業等
を通じて、地域医療提供体制の確保において
重要な役割を担っている病院もあると考えられる。

人口規模が小さい二次医療圏においては、2012
年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にあ
り、従事する医師の高齢化も進んでいる。

へき地医療支援機構を中心に、行政、へき地で
勤務する医師、へき地医療に協力する施設・機
関、そしてへき地の住民がそれぞれ連携・協力し、
かつ他の都道府県の先進事例にも学びながら、
効果的・効率的で持続可能性のあるへき地への
医療提供体制の構築を行うこととされている。へき
地診療所等への医師派遣、代診医派遣、巡回
診療を合わせて「主要３事業」と呼び、情報通信
技術を活用した遠隔医療と合わせて「必須事業」
と呼ぶ。
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透析医療

シャント閉塞等のシャントトラブルは発生頻度が高いが、
5.9%の医療機関が事前に連携していない医療機関
に紹介していた。

緩和ケアに関する取組について、医療用麻薬を用いた
疼痛緩和を実施している医療機関は32.2%、緩和ケ
アを実施している医療機関は17.6%であった。

小児・周産期医療について

上記の現状を踏まえて、更に検討を進めるべき事項についてどのように考えるか。

産科異常出血は、関係学会からの要望を踏まえ、現状の「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」についてど
のように評価するか。

産科異常出血のリスク因子は、分娩前から存在す
る因子と分娩の経過の中で認められる因子が含ま
れるほか、産科異常出血を起こす患者の約20%
にはリスク因子が認められないものとされている。ま
た、一部の重症例は、高次周産期施設での管理
が必要とされている。

小児科医療機関において「小児科療養指導料」を算定
していた患者が、成人移行期となり小児科以外の医療
機関に紹介された場合、その患者が「難病外来指導管
理料」の算定対象でない限り、紹介先医療機関において
は同様の管理料を算定することができない。

移行期医療においては、成人になっても良質の医療が継続されるようにすること等を目指すものとされていることを踏
まえ、小児科療養指導料の対象患者と難病外来指導管理料の対象患者の現状についてどのように評価するか。

小児慢性特定疾病の指定疾病数と比較して、指定難
病の指定疾病数は少ないため、「小児科療養指導料」の
算定対象となる患者と比較して、「難病外来指導管理
料」の算定対象となる患者は少ない。
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⚫ 災害拠点病院以外の医療機関においても、
災害時における業務継続計画（BCP）の作
成に努めることとされている。

⚫ 「災害拠点病院」「DMAT」の指定や「BCP
の策定」等は、DPC/PDPS対象病院におい
ては、体制評価指数として評価されている。

⚫ 診療所において、災害に備えた事業継続計
画を「策定している」と回答した割合は約
30%であった。

⚫ 災害発生時に、被災者の受け入れや被災地への職員派遣により入院基本料等の施設基準を満たすことがで
きなくなる場合の取扱いについて、災害医療に関する調査結果を踏まえ現状をどのように評価するか。

⚫ 診療所における災害に備えた取組に関する調査結果についてどのように評価するか。

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響への対応を踏まえ、感染症の流行等による一時的な変動があった場合の対
応について現状をどのように評価するか。

災害医療

⚫ 他の医療機関や福祉施設等に対する、新型コ
ロナウイルス感染症対応のためのスタッフ派遣を
検討した際に困難であったことを聞いたところ、
「派遣中に自施設のスタッフ配置基準が満たせ
なくなること」「現地の状況把握と情報収集」
「派遣中の労務管理」等が多かった。

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響により夜勤時
間数や看護要員数に一時的な変動があった
場合、最初の月から３か月以内に限り、施設
基準の届出区分の変更を不要としている。

⚫ 災害時における医療提供体制の中心的な役割
を担う災害拠点病院の整備が進められている。
また、大地震等の災害時や新興感染症等のま
ん延時に、地域において必要な医療提供体制
を支援し、傷病者の生命を守ることを目的とした
医療チームとして「DMAT」が養成されている。

⚫ 令和６年能登半島地震支援のスタッフ派遣を
検討した際に困難であったことを聞いたところ、
「現地の状況把握と情報収集」「派遣にあたって
の交通手段の確保」「派遣中の労務管理」「派
遣中に自施設のスタッフ配置基準が満たせなくな
ること」等が多かった。
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⚫ 早期リハビリテーション介入の現状について、どのように評価するか。

⚫ 退院時リハビリテーション指導料の現状について、どのように評価するか。

⚫ リハビリテーションに係る書類作成の現状について、どのように評価するか。

リハビリテーション

⚫ 発症後早期の リハビリ介入が効果的であ
るが、 急性期では入院後４日目以降の
介入 が38％を占める 。

⚫ 急性期一般入院料１～６における土日
祝日のリハビリ実施割合は、平日と比べて
低かった。

⚫ 急性期一般入院料１～６において金曜
日に入院した患者は、入院後３日以内に
リハビリを開始した患者割合が低かった。

⚫ 直近５年間では、当指導料の算定回数は
入院中に増加している。

⚫ 退院時リハビリテーション指導料を算定した患
者のうち、疾患別リハビリテーション料を算定し
ていない患者は33％であった。

⚫ 目標設定等支援・管理料は、介護保険
によるリハビリテーションへの移行が目的で
あったが、平成31年３月31日をもって入
院中以外の要介護被保険者への算定上
限日数を超えた疾患別リハビリテーション料
は廃止となった。また、入院中の要介護被
保険者等については、一定の条件の下で
標準的算定日数を超えて算定可能だが、
脳血管疾患等リハビリテーション料、運動
器リハビリテーション料では算定回数は減
少傾向にある。

⚫ 目標設定等支援・ 管理料とリハビリテー
ション総合実施計画書では重複する項目
が多い 。
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⚫ 嚥下調整食や食堂の活用について、特別食加算や食堂加算の趣旨を踏まえ、現状をどのように評価するか。

⚫ 多様なニーズに対応して特別料金の支払いを受ける食事提供について、現状をどのように評価するか。

食事療養

食堂加算の算定率は約７割であるが、食堂
での食事の状況として、「希望する患者のみ
食堂で食事をしている」が最も多く、使用して
いないという回答も一定数ある。

⚫ 入院患者に提供される食事に関して多様な
ニーズがあることに対応して、患者から特別の
料金の支払を受ける特別メニューの食事を
別に用意し、提供した場合は、追加料金の
支払いを受けることができる。

⚫ 約８割の医療機関は、行事食の対応を追
加料金なしで行っていた。約２割～３割の
医療機関は、選択メニューやハラール食等の
宗教に配慮した食事の対応を追加料金なし
で行っていた。
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医療DXに対応するための電子化や働き方改革の推進等の観点から、医療機関における記録や書類作成等の業
務の簡素化について、現状をどのように評価するか。

業務の簡素化

入院診療計画書や退院支援計画書の様式に
は署名欄が設けられている。入院支援計画書は
全ての入院患者に作成し説明に用いた文書は
患者に交付するとともに、その写しを診療録に添
付する必要がある。

リハビリテーションに関する計画書の様式は複数
あり、重複する項目が多い。いずれの様式におい
ても署名欄が設けられており、説明者や患者又
はその家族等の署名が必要である。

⚫ 施設として、診療報酬上求められる記録や書
類作成等の業務で簡素化の必要性があるも
のは、「計画書作成」が最も多く（44.2％）、
次いで「DPCデータ（様式１）の作成」
（38.2%）。特に病棟において簡素化の必
要性があるものとしては、「計画書作成」が最も
多く（61.8％）、次いで「（計画書等の）患
者や家族等による署名・記名押印」
（45.1％）だった。

⚫ 規制改革推進に関する答申において、医療機
関等又は医師等の負担軽減の観点から、診
療報酬上の書面について、署名又は記名・押
印を不要とすること等の可否の検討が求められ
ている。
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いきいきホスピタル

2025年9月25日、健康保険組合連合会は、「令和6年度 高額医療交付金交付事業における高
額レセプト上位の概要」をプレス発表しました。

高額レセプト上位の概要について

2024年度（令和6年1月16日から令和7年1月15日）において健保連に申請された
レセプトのうち、1か月の医療費が1,000万円以上の件数は、前年度より172件増加（対
前年度比約8％増）の2,328件で過去最多であったということです。このような医療費の高
額化の最大の要因に薬剤費の高額化が挙げられています。高額レセプト上位の概要につい
て、高額化の要因となっている医薬品の使用状況の視点から示した資料が掲載されていまし
たのでご紹介します。 https://www.kenporen.com/include/press/2025/2025092503.pdf

レセプト（1ヵ月当たり医療費）の高額化は一
段と進展しており、R6年度における1,000万
円以上レセプトの件数は、H27年度（10年
前）と比較して6倍超にまで増加している。

高額レセプト上位100位の高額化の要因を見る
と、10年前（H27年度）は主に心臓手術や人
工心臓を要する循環器系疾患や血友病が主な
疾患であったのに対し、直近（R6年度）では、
先天性の難病や悪性腫瘍等、概ね超高額な医
薬品（ゾルゲンスマ・イエスカルタ・ブレヤンジ等）
の使用に起因する疾患へと変化している。

有効性・画期性の高い新薬への置き換わりが
進んでいると考えられ、治療効果の向上や患
者の負担軽減に寄与しているものと考えられる。
一方、1医薬品の置き換わりで極めて大きな財
政影響が生ずるケースが今後増加することも考
えられる。

https://www.kenporen.com/include/press/2025/2025092503.pdf
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算定 à la carte

「H001 未破裂脳動脈瘤術後に対する脳血管疾患等リハビリテーション料の算定」について

未破裂脳動脈瘤術後に対する脳血管疾患等リハビリテーション料の算定について、「術後合併症を起こしていなけ

れば認められない」として、脳血管疾患等リハビリテーション料及び早期リハビリテーション加算、初期加算が査定され

る事例がありました。 支払基金は 2025年8月29日の「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）（第

27回）」の中で、【支払基金統一事例】として同様の事例を公表していますので、確認してみましょう。

また、公表事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用さ

れるものではありませんが、症状詳記等などの参考としていただければと思います。

https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/sinsa_jirei/
kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/index.html

【支払基金統一事例】
（取扱い）
未破裂脳動脈瘤の術後に対するＨ001 脳血管疾患等リハビリテーション料の算定は、原則として認められない。

（取扱いを作成した根拠等）

H001 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者については、厚生労働省通知※に「「特掲診療料の施設
基準等」の「別表第九の五」に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビ
リテーションが必要であると認めるもの」と示されており、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症（低
酸素脳症等）、髄膜炎等とされているが、未破裂脳動脈瘤は、これらの疾患には該当しない。

以上のことから、未破裂脳動脈瘤の術後に対するH001 脳血管疾患等リハビリテーション料の算定は、原則として認め
られないと判断した。

ただし、未破裂脳動脈瘤の手術後に、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などを合併することがあり、これらの合併病名の
記載がある場合は、算定を認めることとした。

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）より

※ 「原則、認められない」が、「合併病名の
記載がある場合は認める」とされた事例。

(２) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の五に掲げる患者で
あって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症
（低酸素脳症等）、髄膜炎等のものをいう。

イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開
頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。

ウ 神経疾患とは、多発性神経炎（ギランバレー症候群等）、多発性硬化症、末梢神経障害（顔面神経麻痺等）
等をいう。

エ ～ケ （省略）

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

一 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者

二 脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者

三 多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者

四～九（省略）

【参考】別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者

https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/index.html
https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/index.html
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